
東海・東南海・南海地震への対応等について

国土交通省 近畿地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



震度

○地震の概要（気象庁）

１．発生日時平成２３年３月１１日（金）１４時４６分頃

２．震源及び規模（推定）

モーメントマグニチュードＭｗ９．０、深さ約２４㎞

三陸沖（牡鹿半島の東南東１３０㎞付近）

東日本大震災（２０１１）における国土交通省の対応
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東北道
国道４号 ３月１２日、１１ルート

３月１４日、１４ルート
３月１５日、１５ルート

東西ルート確保： 国道４５号：

国

道

号

45

３月１８日、９７％通行 可能
道路啓開 は概ね 終了

三 陸 沿 岸 地 区 の 道 路啓 開 ・復 旧 「くしの歯」作戦

東北道
国道４号 ３月１２日、１１ルート

３月１４日、１４ルート
３月１５日、１５ルート

東西ルート確保： 国道４５号：

国

道

号

45

国

道

号

45

３月１８日、９７％通行 可能
道路啓開 は概ね 終了

三 陸 沿 岸 地 区 の 道 路啓 開 ・復 旧 「くしの歯」作戦

東北地方整備局が行った道路啓開の特徴

①橋梁の耐震補強対策により、被災が小さかった

②「１６ルート」の「道路啓開」に集中（くしの歯作戦）

③災害協定に基づく地元建設業等の協力 （宮古市田老町地区）（宮古市田老町地区）

東西ルート確保：
3月12日、11ルート
3月14日、14ルート
3月15日、15ルート

国道４５号：

3月18日、97%通行可能
道路啓開は概ね終了

■東北地方整備局での交通関係復旧状況
交通関係の復旧状況の推移



「東日本大震災」を踏まえた防災対策の課題

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

■防災体制の見直し強化
①本局及び事務所における初動態勢
②災害対策・対応機能の強化

（災害対策室などの機能強化検討、各種設備の
活用、災害対策本部代替機能の拡充）

③災害時協定締結機関並びに関係機関との連携強化
④初動時における支援活動計画

（防災資機材及び人材の活用内容の明確化）
⑤防災関係機関の連携
⑥自治体等支援時の体制整備

【被害最小化に向けた対応】【【被害最小化に向けた対応被害最小化に向けた対応】】

■必要とされる資機材や物資等の確保
①災害発生時に必要となる資源等の確保

（資機材の確保、保管場所、物資の確保、避難場
所の確保）

②通信手段の確保強化
③通信機能の強化

（被災が想定される庁舎における非常用発電施設
の機能強化、情報通信設備等の耐震補強、光
ケーブル等通信機能強化)

■職員及び設備の安全確保に関する点検・改善
事項

①非常時における緊急参集要員の確保
②職員並びに家族の安否確認
③庁舎機能確認並びに点検と改善

① (1)初動対応訓練〈9/1〉
(2)他地方整備局からの支援訓練

② (1)災害対策室の機能拡充,設備の耐震対応
(2)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｾﾝﾀｰの整備と機能確保

③協定締結事業者並びに自治体との連携、支援基地としての建屋・駐車
場・ﾍﾘﾎﾟｰﾄ等の空間確保、防災拠点の有効活用に関する調整

④地震想定毎の他地整との協力を含めた体制作りのための活動計画を
実施、他地整と合同で初動対応訓練実施

⑤(1)近畿防災・危機管理戦略検討会を開催、参画機関を拡充、連絡系
統を確保, (2)府県、政令市との防災連絡会の開催

⑥自治体支援時の体制整備、災害時等応援に関する申合せの締結

①防災ｽﾃｰｼｮﾝの整備促進、燃料・食料等の確保期間の延長（3日→7日
程度に）、災害時緊急避難場所としての高速道路利用のための進入路
確保、各事業用地利用の検討

②衛星携帯電話の確保、災害時優先電話の追加、ﾓﾊﾞｲﾙＰＣの確保

③発電機容量増強並びに燃料(1週間程度)の確保、Ku-satの配備を見
直し、TV会議ｼｽﾃﾑ機能拡充、建屋・鉄塔等の耐震ﾁｪｯｸ、光ﾌｧｲﾊﾞｰ
網の市町村接続及びNEXCOとの接続によるﾙｰﾌﾟ化

①非常参集要員確保のための防災用宿舎の確保を検討

②非常参集ﾒｰﾙ等による訓練での強化

③事務所・出張所の耐震診断結果から計画的対応方針の策定
津波被害が想定される事務所・出張所の再点検 2



「東日本大震災」を踏まえた防災対策の課題

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

■物資等輸送道路の確保
①緊急輸送路の確保
②支援要員の輸送手段
③道路啓開体制の検討・整備

【被災復旧に関する対応】【【被災復旧に関する対応被災復旧に関する対応】】

① (1)緊急輸送道路の整備状況の確認,(2)代替輸送道路の確認
(3)緊急河川敷道路の整備,(4)防災船着き場等の整備

③ 国道42号の道路啓開の進め方(和歌山県と連携)

① (1)専用無線回線のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化、衛星通信車のIP化・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化
(2)光ﾌｧｲﾊﾞｰ網の市町村接続及びNEXCOとの接続によるﾙｰﾌﾟ化
(3)Ku-sat(衛星小型画像転送装置)の配備見直し

■他機関への復旧支援
①情報通信網に関する支援
②災害対策機械による支援
③災害対策機械並びに人的支援

■災害時における協定業者との連携
①災害時協定機関における評価

■近畿地方整備局BCPの改訂
①ＢＣＰの早期改訂

② (1)ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ等の確保,(2)赤色灯装備の連絡車の確保,
(3)連絡車両の防災化,(4)ﾀｸｼｰ会社・ﾚﾝﾀｶｰ会社との協定締結,
(4)保有車両を災害時緊急輸送車両として指定

② (1)災害用対策機械必要台数の確認
(2)自己完結型の対策本部車を開発
(3)燃料補給策について検討

③ 災害対策機械支援、ﾘｴｿﾞﾝ派遣のための府県・市町村との意
見交換と協 定締結

① (1)建設業におけるBCP策定促進のため一般競争入札時等に
企業評価としてBCP策定状況を評価対象とする（要調整）
(2)BCP策定項目の選定
(3)BCP評価組織の確定

① 上記課題・方針を整理し、PT会議関係により早期改訂
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東海・東南海・南海地震への取組紹介(1)

○被害は、中部・近畿・四国・九州の広範囲に及ぶ

○冬の平日朝９時に発災したものと想定

○緊急対応箇所の選定（震度６弱以上を対象）
・道路（第１次、第２次緊急輸送道路 等）

・砂防（急・がけ、地すべりの災害時要援護者施設有）
・港湾（救援物資陸揚等）
・河川（主要な府県市町村管理河川）

○被災地整内への派遣日数（タイムスケジュール）
・応援者の派遣日数サイクルは７日（２次派遣まで）

○派遣要請について
・人員（班数）および災害対策機械台数／応援規模
・具体的な出動展開状況を想定
・近畿地整と応援地整（北陸・北海道 他）と調整

◇活動計画作成の要点

※他地整からの応援の考え方
①ヘリ（あおぞら号）は、発災後３時間を目途に

自動発進し、中部～南紀白浜空港へ
・職員なしでのフライト（関係地整と調整）

②北陸地整TEC-FORCEは、発災後２日目の朝を
目標に到着（大阪府枚方市（近畿技術事務所へ）

③災害対策車を大阪府枚方市（近畿技術事務所）へ
・対策本部車、照明車、衛星通信車、Ku-SAT、

橋梁点検車 等

＊１ 「緊急消防援助隊運用方針を参考とする（総務省消防庁作成）
＊２ 地整間での合同訓練の実施計画

　　　凡　　　　例

　　防災拠点
　　支援基地
　　リエゾン派遣先
　　耐震済港湾
　　耐震済港湾（漁港）

北陸地整からの応援

遠隔操縦式機械　　３台
排水ポンプ車　　　１９台
照　明　車　　　　　１７台
対 策 本 部 車　　　 ４台

衛 星 通 信 車　　　 ４台

橋 梁 点 検 車　　　 ３台

Ｋ ｕ － Ｓ Ａ Ｔ 　　  ２８台

近畿地整　（２,４７８名）

警戒体制以下の事務所から
TEC－FORCE　８９名

ヘリ（きんき号）　　　１機
排水ポンプ車　　　３１台
照　明　車　　　　　２７台
対 策 本 部 車　　 １７台

衛 星 通 信 車　　　  ７台

橋 梁 点 検 車　　　  ３台

Ｋ ｕ －  Ｓ Ａ  Ｔ 　　 ２９台

散　水　車　　　　　  ８台

紀の川大堰(左岸河川敷)
和歌山県庁

和歌山下津港

日高港

阿尾漁港

南紀ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ･
田辺市ｸﾞﾘｰﾝ球場

西牟婁振興局

文里港

すさみ町

すさみ漁港
串本町総合運動公園

東牟婁振興局(串本建設部)

勝浦漁港

新宮市民
運動競技場

東牟婁振興局(新宮建設部)

新宮港

近畿技術事務所

東南海・南海地震での災害対応に必要な組織規模

近畿地方整備局(本局)

水深７.５ｍ
延長１３０ｍ

水深１２ｍ
延長２４０ｍ

水深４ｍ
延長１００ｍ

水深５.５ｍ
延長１００ｍ

水深４ｍ
延長７８ｍ

水深５ｍ
延長１８５ｍ

水深５ｍ
延長９２ｍ

水深７.５ｍ
延長１３０ｍ

 政府現地災害対策本部
(大阪合同庁舎第４号館)

和歌山河川国道事務所
和歌山港湾事務所

紀南河川国道事務所

東海・東南海・南海地震対応 リエゾン・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの活動計画（案）策定
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高速道路のあり方検討有識者委員会 提言 より 平成２３年７月14日

東海・東南海・南海地震への取組紹介(2)
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東海・東南海・南海地震への取組紹介(3)
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国道４２号での迅速な道路啓開の手順国道４２号での迅速な道路啓開の手順

東海・東南海・南海地震への取組紹介(4)

7

■標高や河口からの距離、迂回路の有無等に基づき、津波発生時に仮復旧が必要とされる橋梁を想定し、仮復旧の方法をあらかじめ検討。
流された橋梁の復旧は現位置又は近傍上流の迂回路ルートに仮復旧。
仮復旧の方法は、川幅などの現地状況により選択。
必要な資機材は、今後計画的に備蓄。

■和歌山県の紀伊半島沿岸部の高速道路の未整備区間では、高速道路を利用した道路啓開が出来ないため、国道42号を利用した道路
啓開を実施。

津波により流出される可能性のある橋梁を抽出し、応急復旧の備えを実施。

※２２橋：標高約１０ｍ以下かつ、河口からの距離が５００ｍ以
下で、迂回路のない２０橋＋河口部付近の川幅が大きく、内陸
部（500m以上）まで津波が遡上するおそれのある2橋（日置橋、
日置大橋）津波想定が見直された場合は、別途検討



：津波到達範囲予想箇所

●現道の耐震補強 (落橋防止、橋脚補強等)

●津波を回避するバイパス整備 (国道42号と那智勝浦新宮道路)

・対象：古い耐震基準（S55）で設計された橋梁（678橋）

（緊急輸送道路上の橋梁は801橋）
・内容：落橋や倒壊等の甚大な被害を防止するための補強

⇒678橋（100%）対策済み

落橋防止工＜耐震補強例＞

橋脚補強

・今後は、平成７年兵庫県南部地震と同程度の地震動に対して、
重大な損傷を防止する耐震補強を東南海・南海地震防災対策地域等
で重点的に進める

・約100橋を概ね10年間で対策実施

「緊急輸送道路の橋梁耐震補強３箇年プログラム」

◆事業箇所

和歌山県那智勝浦町

緊急輸送道路の整備緊急輸送道路の整備

東海・東南海・南海地震への取組紹介(5)
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●市田川水門（緊急自動閉鎖システムを装備）

市田川

熊野川紀の川

○河口部 津波到達時間

熊野川：約10分、紀の川：約50分

○津波は、河川を遡上

東南海・南海地震

緊急自動閉鎖システム

◆事業箇所

①平常時 ②作動時 ③浮上時 ④沈降時

可動式津波防波堤のイメージ

・平常時は航行船舶の障害とならないように海底に格納
・津波来襲時に海面上に浮上
・ 津波終息後は、沈降させ再び海底に格納

可動式津波防波堤

津波防波堤
水門 護岸（改良）

主要交通施設が集積
（国道４２号、JR紀勢本線）

多様な産業集積
（鉄鋼・電力・石油精製等）

病院等

学校

海南市役所
海南警察署
海南消防署

◎

工場

発電所

病院等

学校

海南市役所

海南警察署

海南消防署

◎

工場

発電所

防護区域

中枢機能が集積
（行政・防災関係機関）

42

関西電力
海南発電所

ＪＲ海南駅

◎

総事業費：約250億円
事業期間：

平成21～31年度

和歌山県 海南市

【和歌山下津港 海南地区】

津波対策津波対策

東海・東南海・南海地震への取組紹介(6)
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広域支援部隊の
集結地広域支援部隊の

ベースキャンプ用地

浮体式防災基地

ヘリポート用地

物資輸送中継基地用地

港湾広域防災拠点支援施設棟

堺泉北港堺2区

【発災時】
基幹的広域防災
拠点活動イメージ

【平常時】
自然とふれあい
住民が憩える緑地

●防災緑地
支援施設棟
耐震強化岸壁
アクセス道路 の整備

救援物資集結基地、広域支援部隊のベース

キャンプ等となる機能を確保

基幹的広域防災拠点基幹的広域防災拠点（（堺泉北港堺２区堺泉北港堺２区）の）の整備整備

東海・東南海・南海地震への取組紹介(7)
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重点密集市街地の整備重点密集市街地の整備

地震時等に大規模な火災の可能性があり

重点的に改善すべき密集市街地

【東京】 2,339ha 【大阪】 2,295ha 

【重点密集市街地の分布状況】
密集市街地 全国 約 25,000ha
重点密集市街地 全国 約 8,000ha

（うち近畿地整管内 約 3,110ha）

防災空間（オープンスペース）の確保

避難路の確保

難炎性の素材への変換

耐震補強の促進

●住宅市街地総合整備事業の支援【大阪府門真市】

◆事業箇所

大阪府 門真市

※都市再生プロジェクト（第３次決定）（H13.12都市再生本部決定）

※H23.3に改定された「住生活基本計画」では、
事業進捗や基準見直しにより、重点密集市街
地は全国で約6,000ha（H22）とされたところ。

東海・東南海・南海地震への取組紹介(8)
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近畿圏サプライチェーン危機管理プロジェクト近畿圏サプライチェーン危機管理プロジェクト

東海・東南海・南海地震への取組紹介(9)
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◆関西における国際物流戦略分野を対象とし、災害時のサプライチェーンのボトルネックや渋滞箇所などを抽出し、
陸海空が連携し、総合的・戦略的な国際物流基盤（港湾、道路など）を重点的に集中投資を行い、災害後の早期
の復旧・復興を支える。

阪神港
積
出
港

工場

工場

工場販売店 中継基地お客様

部品
工場仕入先

受
入

梱
包

箱
詰

コ
ン
テ
ナ

（海 外）
（国 内）

港湾施設の耐震補強
などの整備

広域幹線道路ネットワークの確保など

（物流）

（物流）

（物流）

（物流）（物流）（物流）

（調達） （物流）
（調達） （調達）

（調達）（物流）

輸出

輸入

（コンテナ輸送）

（組立）

◆事前に、企業生産拠点と物流ネットワークとの相関性により、安全で効率的な生産拠点の選択が可能となる。
◆大規模災害時に、企業・荷主へ国際物流拠点、企業の物資輸送ルートの利活用情報を提供することにより、リスク管理を行うことができ早期の復
旧・復興が図れる。
◆企業・荷主、関係機関と情報共有することにより、大規模災害時の事業継続が可能 となり、関西の企業の国際競争力の維持が図れる。

大規模災害時、早期に復旧・復興するため、企業・荷主等に必要な国際物流拠点、企業の物資輸送ルートの利活用情報（GISなど）を提供する

国際物流拠点（コンテナ輸送）となる「阪神港」における港湾施
設などの耐震補強箇所の整備等
（港湾施設、岸壁等）

広域幹線道路ネットワークの整備、耐震補強の実施等

【災害に強い物流拠点、輸送路の確保】

関西の産業構造、企業立地条件、 生産拠点等の把握

（工業統計データを基にブロック毎の生産高を整理する）

物流における荷主のニーズ等 の把握

（アンケート調査、ヒアリング等）

物流拠点・広域幹線道路ネットワークを重点的・集中投資を図る

【企業・荷主等のメリット】

【情報提供】
情報プラットフォーム



□淀川大堰閘門の設置について
お お ぜ き こ う も ん

東南海・南海地震等の発生に備えた地震対策として、淀川の航路確保が課題
○ 救助・救援のための要因・物資の輸送
○ 応急復旧のための資機材の輸送
○ 帰宅困難者・負傷者の搬送

民間による舟運活性化の取組

普段は､観光復興･地域活性
化等に舟運を活用

普段は､観光復興･地域活性
化等に舟運を活用

天神祭http://www.tenjinmatsuri.com/

○ 水都大阪と連携

天神祭
http://www.tenjinmatsuri.com/

大阪水上バス(株)はＨ２２年より定期航路事業に
着手。淀川本川で舟運ツアーを毎年開催

大川では、桁下高が低いため、
通航が困難

淀川大堰周辺

舟運で河口から輸送する場合、大堰上
下流で船から車両に積替えが必要

浚渫土砂
が発生

淀
川
大
堰
に
「閘
門
」の
設
置
が
必
要

大
川

は
輸

送
船

の
通

航
が

困
難大

川
は
輸
送
船
の
通
航
が
困
難

本
川
は
淀
川
大
堰
で
航
路
が
分
断

阪神・淡路大震災時
の渋滞

大川の水晶橋

平成７年の阪神・淡路大
震災では渋滞等により陸
上交通が寸断

○ 河川工事による浚渫土砂
の運搬

広域防災・危機管理広域防災・危機管理 （淀川舟運）（淀川舟運）

淀川大堰淀川大堰

凡例

緊急用船着場

淀川航路

大川航路

緊急河川敷道路

しんきたの

えびえ

け ま

くにじま

とりかい

さ た

しめの

ひらかた

おおつか

東海・東南海・南海地震への取組紹介(10)
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●カラー量水標による水位表示 ●浸水想定深の表示

●避難場所、避難方向の表示

過去の水害の履歴や災害時に必要となる情報をまちなかに表示

まるごとまちごとハザードマップまるごとまちごとハザードマップ
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１．会議設置の趣旨
７月６日に交通政策審議会港湾分科会防災部会の中間とりまとめ

が公表され、港湾における地震・津波対策の基本的な考え方が示さ
れたことを受け、近畿地方の港湾における地震・津波対策に関する
基本的な方針の策定等を目的として「近畿地方の港湾における地震
・津波対策検討会議」を設置する。

２．検討内容
① 東海・東南海・南海３連動地震等による津波発生を前提とした防

災目標（発生頻度の高い津波の際の浸水防止）、減災目標（最大ク
ラスの津波の際の経済損失の軽減）を明確化する。

② 上記を踏まえ、海岸堤防、護岸等による防護のあり方の検討や、
粘り強い構造に係る技術的検討等を通じ、護岸、防波堤等の津波
防災施設の整備方針を必要に応じて見直すとともに、避難対策の
強化を含めた総合的な防災対策や、被災時の港湾活動を継続する
ための港湾ＢＣＰの策定等に関する方針を明確化する。

黒田勝彦 神戸大学名誉教授
河田惠昭 関西大学社会安全学部学部長 教授
高橋重雄 独立行政法人港湾空港技術研究所理事長
高橋智幸 関西大学社会安全学部教授
牧 紀男 京都大学防災研究所准教授
神戸市みなと総局長、大阪市港湾局長、
兵庫県県土整備部土木局長、
大阪府港湾局長、和歌山県県土整備部港湾空港局長、
南あわじ市長、海南市長、御坊市長、 新宮市長、
由良町長、
関西経済連合会、関西電力株式会社、シャープ(株)、
株式会社神戸製鋼所、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(株)、
住友金属工業株式会社、川崎重工業株式会社
新日本製鐵株式会社、 大阪ガス株式会社

近畿地方整備局副局長、神戸港湾事務所長、
大阪港湾・空港整備事務所長、和歌山港湾事務所長
近畿地方整備局

近畿地方の港湾における地震・津波検討会議近畿地方の港湾における地震・津波検討会議

港湾における総合的な津波対策のあり方（中間とりまとめ）

港湾分科会防災部会

２４年
２月１４日

近畿の港湾における地震・津波対策検討会議

９月２７日

２３年
７月６日

第２回 検討会議
・津波シミュレーションの検討状況
・津波対策の現状と課題 等

第３回 検討会議
・津波シミュレーション結果の報告
・近畿の港湾における地震・津波対策の基本方針の骨子（案）
等

２４年６月
（予定）

１１月１４日

第１回 検討会議
・東日本大震災の被害の概要
・防護水準、防災対策の現状 等

検討スケジュール（案）

第４回 検討会議
・近畿の港湾における地震・津波対策の基本方針（案） 等

２４年５月
（予定）

３．メンバー
座 長
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

委 員

事務局

近畿の港湾における地震・津波対策基本方針の公表
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大阪湾における港湾活動の事業継続計画（ＢＣＰ）の整備大阪湾における港湾活動の事業継続計画（ＢＣＰ）の整備
災害時における大阪湾諸港の港湾機能継続のための広域協働体制（港湾活動のＢＣＰ）を構築し、港湾活動の維持・
早期復旧を目指す。

策定に向けた取り組み経緯 【大阪湾における港湾活動ＢＣＰ検討委員会】

▼第１回（H21.1.22)
・大阪湾でのＢＣＰの必要性の共有化、検討の枠組み、得るべき結果の合意
・関係者ヒアリング実施への協力を依頼

▼第２回（H21.3.4）
・大阪湾BCPの構築における課題と今後の進め方の検討
・詳細な検討を進めるべく、「国際ｺﾝﾃﾅ物流検討部会」「緊急物流輸送等検討部会」を設置し、大阪湾

における港湾活動BCP（案）並びBCP作成ﾏﾆｭｱﾙ（案）を策定
▼第３回（H21.3.8）

・大阪湾BCP協議会の設立と今後の進め方の検討
・岸壁の被害想定を踏まえた大阪湾における港湾活動BCP（案）ｼﾅﾘｵ及びBCP作成ﾏﾆｭｱﾙ（案）の精査

▼第４回（H23.3.8）
・岸壁の被害想定を踏まえた大阪湾港湾活動BCP（案）のｼﾅﾘｵ及びBCP活動指針（案）の更新
・大阪湾物流機能継続計画協議会設立と今後の進め方の検討

・第１回大阪湾港湾機能継続計画推進協議会設立（H23.9.16)
・大阪港湾・空港整備事務所災害時行動計画及び防災拠点職員行動マニュアルの作成
・東日本大震災に関する情報収集・整理
・港湾施設機能復旧部会開催（第1回：H23.11.29 第2回：H24.2.16）
・第２回大阪湾港湾機能継続計画推進協議会（H24.3.6 予定）

平成２３年度の取り組み

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

ヒアリング調査
（港湾管理者、事業者等）

委員会、検討部会の設置
BCP（案）、ﾏﾆｭｱﾙ（案）の
作成

発災時に必要な協定を検討・締結

岸壁の被災想定を踏まえた
BCP(案)、ﾏﾆｭｱﾙ(案)の更新

大阪湾BCP協議会（仮称）
設立調整

大阪湾BCP協議会
設立・運営

東日本大震災の経験を生
かしたBCP(案)、活動指針
(案)の精査



近畿情報ネットで提供している情報システムの改良

■『近畿地方整備局が整備する光ファイバ網による情報共有化に関する協定（H18.3.1)』に

基づき光ケーブルを接続、映像情報としてＣＣＴＶ画像等を配信中

現行システム

●整備局より任意の１６画像を配信

●ユーザーはその中から画像を選択し閲
覧できる

●固定１６画像以外を切り替える場合は、
整備局において切り替え作業が必要

現行表示画面

新システム

●現在、整備局で稼働中の全ＣＣＴＶからの映像より任意に選択が可能

●ユーザーはその中から画像を選択し閲覧できる

●選択には、図上のアイコンから選択する方法とＣＣＴＶのリストから選択
する方法で映像を取得

※現在稼働中のＣＣＴＶ設置基数 １,３５９箇所

○道路管理・・・５７５箇所

○河川管理・・・６８２箇所

○ダム管理・・・ ６０箇所

○砂防管理・・・ ４２箇所

○港湾管理・・・ ５箇所（接続予定）

○その他・・・ヘリテレ映像・災害箇所 等

選択した画像をクリック
すると全画面表示する

地図に設置場所をアイコンで表示 道路毎・河川毎に設置箇所名リスト

で表示


